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新教育委員会制度下での首長による教育委員会の統制 

―2015 年度総合教育会議・大綱の運用実態から― 

本田哲也 

Control over the Board of Education by Mayor under New System of Board of Education:  
Report on the Survey of the Council on Educational Policy and Educational Outline in 2015 

Tetsuya HONDA 

The purpose of this paper is to clarify the pattern of ex-ante control of the Boards of Education by mayors under the 
new Board of Education system, using the principal-agent theory. In particular, I focus on the council on educational 
policy and the educational outline for annual performance in prefectures and designated cities, using an analysis of 
aggregate data. According to the principal-agent theory, this system gives them a power to control over the Boards of 
Education by mayors.  

The following is the finding of this research. In some municipalities, mayors tend to strengthen a control over the 
Boards of Education: on the other hand, in the other municipalities, mayors tend to loosen a control over the Boards of 
Education. As a result, mayors do not always exert power to control the Boards of Education.   
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1．はじめに 

2015 年度から新教育委員会制度が施行され既に 1
年が経過した。教育委員会制度改革は、第二次安倍

晋三政権成立後、予見性の高い政策課題であった1。

本人・代理人論に照らして考えれば、エージェンシ

ー・スラックをできうる限り低減させるために、打

つべき手の多くが打たれたと考えられる。なぜなら、

一部自治体においては、既に実践済みの政策手段が

採用されたこと2から、「先進自治体」による先行的

な取り組みが政策パッケージとなっているとも言え

るからである。一方で、学界には“1956 年地教行法

制定以来の教育委員会制度の全面改定”（髙橋 2015）
とのインパクトをもって受け止められている。いず

れにせよ、今次の教育委員会制度改革により、首長

による教育行政への関与は容易になったのである

（小川・村上 2014：20 頁）。 
しかし、教育委員会制度改革に関する研究は、髙
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（ 01 ）が するように、い れも 制度上の

論に まっている。 に経験的な ー が

されているとは いがたいが、新教育委員会制度

行から 1 年が経過したこともあり、経験的な ー

をもって新制度に する を進めなければ、制度

の も に検 することはできない。 の

ため、本稿では、 01 年度の新教育委員会制度の

実 を手 かりとして、 長・教育委員会間

に する を行う。 体的には、新教育委員会制

度下で新たに された政策手 としての 教育

会 およ 大 に して、新制度下での 長・教

育委員会間 について実 を し、 の特 を

らかにする。 
 

行研究 論  

 

新教育委員会制度に する研究は、 （ 01 ）

による体 的な ーがある。 は、政策

ア ー 、 ア ー 、

ア ー 、 学ア ー という

つのア ー により新教育委員会制度に する研

究 を する。本論文は、 うなれば つ の

ア ー である「経験 ア ー 」と え

る。これまでは、 正地方教育行政の

に する （ 下、 正 ）制 過程における

経過や 行 に いた や 、教育

本 等の 存 制度に らして える が

であったが、制度 行後は、上 の論 に加え、

制度の 実 に く経験 ア ー が 要

である。 
また、今次制度 により教育長 は、特別 と

なった。 会 意が 要とはいえ、 長による

が になったことが大きな特 であると指 され

ている（ 村 01 ）。教育長が政治 で

あることを れば、 長の として教育長を

けることができ、本 ・ 論を し、

長・教育長間 を することが となる。 
本 ・ 論3から新教育委員会制度を えると、

本 たる 長が たる教育長に して、コ ト

ー する手 を 長に したものであると え

られる。 は、 が本 の意 に反する行

を取った 果生 るエー ー・スラ を

させるためには、事前と事後のコ ト ー があ

ることを指 する。事前コ ト ー の 的は、

いかに 力があり政策 も い を と

して し、 ース（ ）を する かで

あり、 事後コ ト ー の 的は、いかに 政策

実 において、 が けたり、 行 をとった

りすることを する かである（ 013
）。本稿では、いかに 切な を し、 の

へ を するのかという から、事前

コ ト ー に する。事前コ ト ー には、

方式 、 政策 成手 き 、 編制 とい

う 3 つの手 がある6（ 013 － ）。 
第 1 の 方式には、自 か かとい

う つの があり、前者がいわ る ト ー

であり、後者が ト・ ステ と ばれるもの

である。自 と の大きな いは、

に際して、 的に な 的 や を

わせているかを問う に いがあり、前者は

れを 要とせ 、後者は れを する。 後の

一 期を いて、教育長は ではなく、自

であった。一見すると自 の うが、本

と との間の を生じさせないように思われ

るが、 しも うではない。な なら、 も指

するように、自 の場 、政策 を、外部

から することは しい ため、政治 と が

一 しない者が、あたかも一 しているかのように

ることは （ 013 6 ）だからである。 
第 の政策 成手 きとは、政策 成や政策実

の際の ー を策 しておくこと （ 013 6
）である。 体的には、政策 成の ー は、 政

策 の作成にあたって、どの の意見を 取しな

ければならないとか、どこから 集をしなけれ

ばならないか、 の 意を取り けなければならな

いかといったことを めておく （ 013 6－
）ことを指している。また、政策実 の ー

は、行政手 に 表されるものであり、 等

の行政行 の 準を し、 の手順や期間を

めておくこと （ 013 ）であるとして

いる。政策 成や政策実 の ー を めておくこ

とは、政治 の となる集 や の が、
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（ 01 ）が するように、い れも 制度上の

論に まっている。 に経験的な ー が

されているとは いがたいが、新教育委員会制度

行から 1 年が経過したこともあり、経験的な ー

をもって新制度に する を進めなければ、制度

の も に検 することはできない。 の

ため、本稿では、 01 年度の新教育委員会制度の

実 を手 かりとして、 長・教育委員会間

に する を行う。 体的には、新教育委員会制

度下で新たに された政策手 としての 教育

会 およ 大 に して、新制度下での 長・教

育委員会間 について実 を し、 の特 を

らかにする。

行研究 論

新教育委員会制度に する研究は、 （ 01 ）

による体 的な ーがある。 は、政策

ア ー 、 ア ー 、

ア ー 、 学ア ー という

つのア ー により新教育委員会制度に する研

究 を する。本論文は、 うなれば つ の

ア ー である「経験 ア ー 」と え

る。これまでは、 正地方教育行政の

に する （ 下、 正 ）制 過程における

経過や 行 に いた や 、教育

本 等の 存 制度に らして える が

であったが、制度 行後は、上 の論 に加え、

制度の 実 に く経験 ア ー が 要

である。

また、今次制度 により教育長 は、特別 と

なった。 会 意が 要とはいえ、 長による

が になったことが大きな特 であると指 され

ている（ 村 01 ）。教育長が政治 で

あることを れば、 長の として教育長を

けることができ、本 ・ 論を し、

長・教育長間 を することが となる。

本 ・ 論3から新教育委員会制度を えると、

本 たる 長が たる教育長に して、コ ト

ー する手 を 長に したものであると え

られる。 は、 が本 の意 に反する行

を取った 果生 るエー ー・スラ を

させるためには、事前と事後のコ ト ー があ

ることを指 する。事前コ ト ー の 的は、

いかに 力があり政策 も い を と

して し、 ース（ ）を する かで

あり、 事後コ ト ー の 的は、いかに 政策

実 において、 が けたり、 行 をとった

りすることを する かである（ 013
）。本稿では、いかに 切な を し、 の

へ を するのかという から、事前

コ ト ー に する。事前コ ト ー には、

方式 、 政策 成手 き 、 編制 とい

う 3 つの手 がある6（ 013 － ）。

第 1 の 方式には、自 か かとい

う つの があり、前者がいわ る ト ー

であり、後者が ト・ ステ と ばれるもの

である。自 と の大きな いは、

に際して、 的に な 的 や を

わせているかを問う に いがあり、前者は

れを 要とせ 、後者は れを する。 後の

一 期を いて、教育長は ではなく、自

であった。一見すると自 の うが、本

と との間の を生じさせないように思われ

るが、 しも うではない。な なら、 も指

するように、自 の場 、政策 を、外部

から することは しい ため、政治 と が

一 しない者が、あたかも一 しているかのように

ることは （ 013 6 ）だからである。

第 の政策 成手 きとは、政策 成や政策実

の際の ー を策 しておくこと （ 013 6
）である。 体的には、政策 成の ー は、 政

策 の作成にあたって、どの の意見を 取しな

ければならないとか、どこから 集をしなけれ

ばならないか、 の 意を取り けなければならな

いかといったことを めておく （ 013 6－
）ことを指している。また、政策実 の ー

は、行政手 に 表されるものであり、 等

の行政行 の 準を し、 の手順や期間を

めておくこと （ 013 ）であるとして

いる。政策 成や政策実 の ー を めておくこ

とは、政治 の となる集 や の が、
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政治 が 別 に介入せ とも、実 されること

を 指すものである。 のため、政策 成に際して、

より多くの ー を本 である政治 が めること

は、事前コ ト ー の を志 していると え

ることができる。 
第 3 の 編制について、 編制を じて行う

コ ト ー の手 は、 下の 3 つである。第 1 に、

省 編などの機 編 をどの程度行うか、第

に、行政委員会のような の高い部 を

いかに しておくか、第 3 に、ト ・ と

ト ・ア のど らで を行うのか といった

機 編の 度、 、 といった 3
つのコ ト ー があることを は指 している

（ 013 6－ ）。 のため、機 編の

度が多く、 が く、ト ・ による

が行われるのであれば、事前コ ト ー の

を志 していると えることができる。 
の 論 に して、今次の新教育委員会

制度の大きな変 である新教育長の 、大 、

教育会 を えると、上 してきた 3 つの事前

コ ト ー に する で できる。新教育長

に する ー の変 は、第 1 の 方式の制

度 にあたる。 長が めることができるとされ

た大 は第 の政策 成手 きにあたる。 長が

集することができるとされた 教育会 は、第

の政策 成手 きと第 3 の 編制にまたがるもの

として することができる。 
このことから、本 ・ 論に らせば、新教

育委員会制度は、本 から への事前コ ト

ー を行う政策手 を した であると で

きる。 論的には、 上のように できるが、事

前コ ト ー がどの程度行われているのかは、

自治体における実 を する 要がある。 
に、3 つの事前コ ト ー のう 第 1 の

方式にあたる新教育 に する ー の変 に

して、本田（ 016）が検討を行っている。本田は、

都 ・指 都 に を したものであるが、

長に する要 と教育長に する要 によって、

新教育長 が行われていることを らかにしてい

る。 体的には、 長の 前 での得 が く、

教育長が行政 身者である場 に、 長は新教

育長の を行う をもつことが かっている。

また、教育長の経 の変 という からは、行政

身教育長であれば、別の行政 身教育長へ

し、教 身教育長であれば、 一 が

される にあることを らかにしている。しか

し、 教育会 や大 に する検討が に行わ

れてはいないという課題が る。 
れに して、 に、 教育会 の を

新教育委員会制度の実 については、文部科学省

等中等教育 による 度にわたる ー （ 下、

文科省 ）が 表されている。この ー により、

教育会 の 町村 の実 の 、年度内

の異地 間の （6 月と 1 月）は となるもの

の、年度を とした ー の ・ が不

であり、また都 と指 都 を した集計

ー の 開であるため、都 と指 都 の

の いを検討できないという がある。 
 こで本稿は、都 ・指 都 に られたも

のとなるが、 01 年度 1 年間の 教育会 の

実 を らかにすることを じて、 長・教育委員

会間の実 を経験的な ー によって らかにしよ

うとするものである。 

3  

本稿が とするのは、都 、指 都 の

自治体である。 教育会 は、政策 成手 きと

編制に わるものであるから、 の 実 の

に際して、 教育会 の開 、

教育会 の事務 、 教育会 への参加者の 3
つの に する 要がある。大 は、政策 成

手 きに わるものであるから、 大 策 の

ス、 大 策 にあたって や有 者の意見

取の有無、 大 の 期間の 3 つの に す

る 要がある。これらの の多くは、前 した文

科省 と するが、 的な ー も す

ることから、より かく ー 集を行った。例え

ば、 教育会 の事務 については、 長部 か

教育委員会かの いだけではなく、 長部 の場

は、 体的にどの部 が担っているのかを特 した。

にも、大 策 の スでは、 存計画をもと
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に作成したか、 存計画で したのかに加え、当

自治体の 計画の体 、 体的には 計画と地

方教育振興 本計画の にも 意を った。この

ような を し、 上の について都 と

指 都 を区別して、集計 ー による を行う。 
ー の 集については、筆者が 都 およ

指 都 の で 開されている 教育会 に

する ー から、 教育会 の 事 等も参

しながら、 ー を ・集計した。あわせて、

や 事 だけで しなかった については、

自治体へ 別に問い わせを行った。 
 

 
 

下では、 教育会 の開 、 教育会

の事務 、 教育会 の参加者、大 の策

スと意見 取の有無、大 の策 期間について

都 と指 都 を しながら、 の実 を

する。 
 

教育  
第 1 に、 教育会 の開 に して す

る。表 1 は、都 と指 都 を別に集計し、

したものである。都 では平 3 3 、指

都 では、平 3 であった。都 も指 都

も最 開 は、1 であり、都 では、

大 ・ 本 が 当する。指 都 では、

が 当する。最多開 は、都 では

の 11 、高 の 、 ・ 島 の 6 、

玉 ・ の が げられる。指 都 では、

山 の 、 の が げられる。 
 平 3 という開 は、 月から新制度がス

ートしたことを えれば、 か月に 1 の ース

であるが、 01 年は 一地方 が行われ、多くの

都 ・指 都 において 会 員 が行われ

たこと、また、新教育長の 意 事があった。これ

らの要 が、開 に を えたのかを える。

こで、 の開 月に すると、次のような

果が得られた。 月に を開 した都 は、

16、指 都 は、6 であった。 月は、都 は

16、指 都 は である。6 月は、都 で 1 、

指 都 で 、 月は、都 は 当なし、指 都

で 、 月は、都 で 1、指 都 では 当な

し、月 は、都 で 、指 都 で 1 あった。

都 ・指 都 い れも過 が 月もしくは

月に 教育会 の を開 していることが

かった。このことから、教育委員長の りの 期や

教育長の とは に 教育会 の を行っ

ていることが かる。 
 教育会 の開 の多 は、政策 成手

きにおいて、 義的な意味 いを つ。第 1 に、開

が多ければ多い ど、 長は事前コ ト ー

を しようとする意 があると えられる。こ

れは、 長の教育行政への 志 として え

ることも である。つまり、 長自身が、

（  ）（ 013 ） を

行うことを意味している。しかし、本 たる 長か

らすれば が大き いという も生 る（

013 ）。反 に開 が ないことは、

長が事前コ ト ー の を していると

えられ、教育委員会への委 かもしくは、教育政策

への無 として えることができる。 01 年度は、

後 するように大 の策 があるために の りで

はないが、年間 程度の としたいという方

を の 教育会 において に す自治体も

一 存 することを しておく。 
 第 に、開 が多いことは、教育委員会 の

意もしくは、 開の場での教育委員会 の「 」

の 機会の として えることも である。

教育会 の をめ っては、 長による教育

行政への 的・ 的な というよりも 長の

間 的な 機 を えたもの（ 01 6 ）

という も存 する。 正 第一 の において

も、教育委員会は、協 す き 体的事 を し、

教育会 の開 を めることができるとされる。

のため、 教育会 の開 は、 長から教育委

員会への事前コ ト ー と えるだけではなく、

教育委員会の自発 の指 としても えることが

である。 のため、 教育会 を 果的に

すれば、教育委員会や教育行政にとっても ト

（ 01 6 ）になる もある。 
 一方で、 教育会 の開 の多 に大きな
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に作成したか、 存計画で したのかに加え、当

自治体の 計画の体 、 体的には 計画と地

方教育振興 本計画の にも 意を った。この

ような を し、 上の について都 と

指 都 を区別して、集計 ー による を行う。 
ー の 集については、筆者が 都 およ

指 都 の で 開されている 教育会 に

する ー から、 教育会 の 事 等も参

しながら、 ー を ・集計した。あわせて、

や 事 だけで しなかった については、

自治体へ 別に問い わせを行った。 
 

 
 

下では、 教育会 の開 、 教育会

の事務 、 教育会 の参加者、大 の策

スと意見 取の有無、大 の策 期間について

都 と指 都 を しながら、 の実 を

する。 
 

教育  
第 1 に、 教育会 の開 に して す

る。表 1 は、都 と指 都 を別に集計し、

したものである。都 では平 3 3 、指

都 では、平 3 であった。都 も指 都

も最 開 は、1 であり、都 では、

大 ・ 本 が 当する。指 都 では、

が 当する。最多開 は、都 では

の 11 、高 の 、 ・ 島 の 6 、

玉 ・ の が げられる。指 都 では、

山 の 、 の が げられる。 
 平 3 という開 は、 月から新制度がス

ートしたことを えれば、 か月に 1 の ース

であるが、 01 年は 一地方 が行われ、多くの

都 ・指 都 において 会 員 が行われ

たこと、また、新教育長の 意 事があった。これ

らの要 が、開 に を えたのかを える。

こで、 の開 月に すると、次のような

果が得られた。 月に を開 した都 は、

16、指 都 は、6 であった。 月は、都 は

16、指 都 は である。6 月は、都 で 1 、

指 都 で 、 月は、都 は 当なし、指 都

で 、 月は、都 で 1、指 都 では 当な

し、月 は、都 で 、指 都 で 1 あった。

都 ・指 都 い れも過 が 月もしくは

月に 教育会 の を開 していることが

かった。このことから、教育委員長の りの 期や

教育長の とは に 教育会 の を行っ

ていることが かる。 
 教育会 の開 の多 は、政策 成手

きにおいて、 義的な意味 いを つ。第 1 に、開

が多ければ多い ど、 長は事前コ ト ー

を しようとする意 があると えられる。こ

れは、 長の教育行政への 志 として え

ることも である。つまり、 長自身が、

（  ）（ 013 ） を

行うことを意味している。しかし、本 たる 長か

らすれば が大き いという も生 る（

013 ）。反 に開 が ないことは、

長が事前コ ト ー の を していると

えられ、教育委員会への委 かもしくは、教育政策

への無 として えることができる。 01 年度は、

後 するように大 の策 があるために の りで

はないが、年間 程度の としたいという方

を の 教育会 において に す自治体も

一 存 することを しておく。 
 第 に、開 が多いことは、教育委員会 の

意もしくは、 開の場での教育委員会 の「 」

の 機会の として えることも である。

教育会 の をめ っては、 長による教育

行政への 的・ 的な というよりも 長の

間 的な 機 を えたもの（ 01 6 ）

という も存 する。 正 第一 の において

も、教育委員会は、協 す き 体的事 を し、

教育会 の開 を めることができるとされる。

のため、 教育会 の開 は、 長から教育委

員会への事前コ ト ー と えるだけではなく、

教育委員会の自発 の指 としても えることが

である。 のため、 教育会 を 果的に

すれば、教育委員会や教育行政にとっても ト

（ 01 6 ）になる もある。 
 一方で、 教育会 の開 の多 に大きな
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を える の の要 として、 01 年度は大

の策 についても する 要がある。大 の策

方 、 体的には 存計画をもとに作成するか、

存計画で するのかも 教育会 の開 に

を えると えられる。この は、後 するが、

意しなければならない。 
 
表 1 教育会 の開  

 

 
教育  

第 に、 教育会 の事務 に して する。

教育会 の 務を担当する事務 は、「 長部

」、「教育委員会」、もしくは「 」の 3 つの

がある。表 は、都 と指 都 の実

を したものである。 長部 に かれている都

は 3 （ 3 ）、指 都 は、10（ 0 0 ）で

ある。教育委員会に かれている都 は 1
（ ）、指 都 は、 （3 0 ）である。 事部

と教育委員会の は、都 が 1（ 1 ）

（奈 ）、指 都 は、3（1 0 ）（新 、大

、福 ）である。都 でも指 都 でも

長部 に事務 を いた割 が高く、都 では

割を めていることが大きな特 である。このこ

とは、 正 が 長に 教育会 を 集する

を えたことから、当 のことのように感じられる

が、 の一方で、都 、指 都 の約 3 割は、

教育会 の事務 を 助執行により教育委員会

に担わせている。加えて、教育委員会事務 に か

れている割 は、都 と指 都 で すると、

指 都 の うが多いことが かる。このことは、

長が新制度により された事前コ ト ー を

することを志 せ 、 することを した

か、もしくは、教育委員会へ委 した うが、自ら

の政策 を実 することができると えた

がある。 
して、指 都 は、 という第 3 の

を している自治体も は ないが存 するこ

とが かる。 
 

表  教育会 の事務  

 
 

上のことから、 教育会 の事務 は、都

・指 都 ともに 長部 が担っていることが

多いことが かったが、 長部 に かれている場

、どの部 に かれているのかを検討する 要が

ある。な なら、 長部 が自ら 教育会 の事

務 を担うとして、どの部課が担当するかによって、

長の教育政策への 志 を 間見ることができ

ると えるからである。 
こで、次の つ、「企画 10」、「 務 」、「教育

11」、「 興 」という を行った。表 3 は、

の 果を したものである。企画 は、都

では 1 （ ）、指 都 では 6（60 0 ）であ

る。 務 は、都 では 13（3 ）、指 都

では （ 0 0 ）である。教育 およ 興 は、い

れも の に られる 事例ではあるが、 れ

れ （ ）と 1（ ）である。 
これらのことから、都 ・指 都 ともに、

長部 の中でも、企画 部 に かれていること

が多く、次に 務部（ に私学担当）が担当するこ

とが多いことが かった。都 では、 なが

ら、文 ・ス ー を する部 に かれている

こと（ 、京都 ）も かった。 
教育会 の事務 をい れの部課が担当する

のかは、 編制に わる問題である。ここから次

の 3 つの特 を 取ることができる。第 1 に、

1 2 4.3% 1 5.0% 3 4.5%
2 13 27.7% 5 25.0% 18 26.9%
3 19 40.4% 8 40.0% 27 40.3%
4 7 14.9% 4 20.0% 11 16.4%
5 2 4.3% 1 5.0% 3 4.5%
6 2 4.3% 2 3.0%
7 1 2.1% 1 5.0% 2 3.0%
11 1 2.1% 1 1.5%
合計 47 100.0% 20 100.0% 67 100.0%
出典）筆者作成

都道府県 指定都市 合計

34 72.3% 10 50.0% 44 65.7%
12 25.5% 7 35.0% 19 28.4%
1 2.1% 3 15.0% 4 6.0%

合計 47 100.0% 20 100.0% 67 100.0%
出典）筆者作成

都道府県 指定都市 合計
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長部 の 務 、おもに 務部私学課等が担当する

場 は、当 自治体では、 学校と私 学校を

的に おうとする意 があると えられる。この

ことは、 教育会 での 体的な協 事 からも

取ることができ、私 学校に する 策を

教育会 の 題として う自治体が一 ある。  
第 に、 長部 の企画 が都 ・指 都

に多かったことは、次の が成り つ。自治体

では、 1 （ 00 ）が く志

され、 長部 では、とりわけ自治体の 計画

の策 を担う企画部 や 部 が「 」を

く志 すると えられる。 のため、 長の政策

が最も反 されやすい部 が事務 を担うのが

当だとする意 があると えられる。この意 り

であれば、 長部 が 教育会 の事務 を担う

り、 長から教育委員会への事前コ ト ー は

される にあ う。 の一方で、教育委員会

は、 長の なら 企画 部 にも教育 の

要 を 得することができる 機であるともいえ

る。 
第 3 に、都 ・指 都 ともに一 割 が教

育委員会に事務 を せていることである。事前コ

ト ー としての 編制について、 長部 で

はなく、教育委員会に事務 を担わせることは、

長から教育委員会事務 への委 の程度が高いこと

が 取れる。 
上のことから、 教育会 の事務 をどの部

課が担うのかは、非 に 要である。今後、 教

育会 の 実 が なるにつれて、事務 を

担う担当部課の変 や、 長 による事務 の変

等が生 るのかどうかを 意 く する 要が

ある。 
 
表 3 長部 が事務 を担う場 の担当部課 

 

 
3 教育  
第 3 に、 教育会 への参加者の について

する。都 ・指 都 を問わ 、 長、教

育長、教育委員長（新教育長へ 行の自治体）、教

育委員が 本であるが、学 経験者・実務者の

に 下の つの エー が見られた。第 1
に、 的に学 経験者を く ースである。 体

的には、奈 は、「 問」を く を行っている。

取 では、 の有 者委員（い れも 内から

）を別 した。第 に、外部有 者が

ではあるが、 的に 教育会 に参加する

を行っている ースである。 体的には、

や が げられる。 では、外部有 者

による 話が 教育会 の 題として

まれており、 外およ 内から が行われてい

る。 では、 内の実務者から 意見 取を

行い、 のの 、大 等に する 論を行っている。

また、 的とはいえないが、 外の有 者につい

て教育委員会特別 問を委 し、 教育会 で意

見 取を行う を行っている や外部有 者

や 者からの意見 取に 的に取り 指 都

として 山 が げられる。 
 教育会 の参加者は、政策 成手 きに わ

る問題である。 正 第一 の において、 教

育会 の 成員は、 長と教育委員会とされている

が、 要に じて 者や学 経験者からの意見の

取が められている。しかし、 上のことから

のような を行っている自治体は、 られている

ことが かった。 
このことから、次の りの が である。

第 1 に、多くの自治体では、 長が事前コ ト ー

の を志 していないことである。な なら、

事前コ ト ー を する方策として えられる

自らの である 体等の 者を 教

育会 に参加させるといったことが では行われ

ていないからである。 の一方で、第 に 長から

すれば、 に教育委員 において、自らの

となる 体からの の が行われてい

るとも えられる。 うであれば、新たに 教育

会 への参加者を加えるといった事前コ ト ー

18 52.9% 6 60.0% 24 54.5%
13 38.2% 4 40.0% 17 38.6%
2 5.9% 2 4.5%
1 2.9% 1 2.3%

合計 34 100.0% 10 100.0% 44 100.0%
出典）筆者作成

都道府県 指定都市 合計
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長部 の 務 、おもに 務部私学課等が担当する

場 は、当 自治体では、 学校と私 学校を

的に おうとする意 があると えられる。この

ことは、 教育会 での 体的な協 事 からも

取ることができ、私 学校に する 策を

教育会 の 題として う自治体が一 ある。  
第 に、 長部 の企画 が都 ・指 都

に多かったことは、次の が成り つ。自治体

では、 1 （ 00 ）が く志

され、 長部 では、とりわけ自治体の 計画

の策 を担う企画部 や 部 が「 」を

く志 すると えられる。 のため、 長の政策

が最も反 されやすい部 が事務 を担うのが

当だとする意 があると えられる。この意 り

であれば、 長部 が 教育会 の事務 を担う

り、 長から教育委員会への事前コ ト ー は

される にあ う。 の一方で、教育委員会

は、 長の なら 企画 部 にも教育 の

要 を 得することができる 機であるともいえ

る。 
第 3 に、都 ・指 都 ともに一 割 が教

育委員会に事務 を せていることである。事前コ

ト ー としての 編制について、 長部 で

はなく、教育委員会に事務 を担わせることは、

長から教育委員会事務 への委 の程度が高いこと

が 取れる。 
上のことから、 教育会 の事務 をどの部

課が担うのかは、非 に 要である。今後、 教

育会 の 実 が なるにつれて、事務 を

担う担当部課の変 や、 長 による事務 の変

等が生 るのかどうかを 意 く する 要が

ある。 
 
表 3 長部 が事務 を担う場 の担当部課 

 

 
3 教育  
第 3 に、 教育会 への参加者の について

する。都 ・指 都 を問わ 、 長、教

育長、教育委員長（新教育長へ 行の自治体）、教

育委員が 本であるが、学 経験者・実務者の

に 下の つの エー が見られた。第 1
に、 的に学 経験者を く ースである。 体

的には、奈 は、「 問」を く を行っている。

取 では、 の有 者委員（い れも 内から

）を別 した。第 に、外部有 者が

ではあるが、 的に 教育会 に参加する

を行っている ースである。 体的には、

や が げられる。 では、外部有 者

による 話が 教育会 の 題として

まれており、 外およ 内から が行われてい

る。 では、 内の実務者から 意見 取を

行い、 のの 、大 等に する 論を行っている。

また、 的とはいえないが、 外の有 者につい

て教育委員会特別 問を委 し、 教育会 で意

見 取を行う を行っている や外部有 者

や 者からの意見 取に 的に取り 指 都

として 山 が げられる。 
 教育会 の参加者は、政策 成手 きに わ

る問題である。 正 第一 の において、 教

育会 の 成員は、 長と教育委員会とされている

が、 要に じて 者や学 経験者からの意見の

取が められている。しかし、 上のことから

のような を行っている自治体は、 られている

ことが かった。 
このことから、次の りの が である。

第 1 に、多くの自治体では、 長が事前コ ト ー

の を志 していないことである。な なら、

事前コ ト ー を する方策として えられる

自らの である 体等の 者を 教

育会 に参加させるといったことが では行われ

ていないからである。 の一方で、第 に 長から

すれば、 に教育委員 において、自らの

となる 体からの の が行われてい

るとも えられる。 うであれば、新たに 教育

会 への参加者を加えるといった事前コ ト ー

18 52.9% 6 60.0% 24 54.5%
13 38.2% 4 40.0% 17 38.6%
2 5.9% 2 4.5%
1 2.9% 1 2.3%

合計 34 100.0% 10 100.0% 44 100.0%
出典）筆者作成

都道府県 指定都市 合計
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の を志 する 要はないとも えられる。この

ことは、制度開 後の 年度では に検討できな

いことでもあるので、 自治体での の経過を引

き き検討する 要があると えられる。最後に、

長と教育長の により 教育会 を開 した実

例は見受けられなかったことも しておく。 
 

大  
第 に、大 の策 スについて する。

大 の策 については、 正 行 においても、

地方 体の長が、 教育会 において教育

委員会と協 ・ し、当 計画 引 者 地方

教育振興 本計画や の 計画 をもって大 に

えることと した場 には、別 、大 を策 す

る 要はない としている。 こで、大 について、

存計画をもとに作成した場 を、「 存計画をもと

に作成」、 存計画で した場 を、「 存計画で

」、 して「 策 」という 3 つの を行い、

した。表 は、 の 果をまとめたものである。

れ れの割 は、「 存計画をもとに作成」が都

では 3 （ ）、指 都 では 13（6 0 ）で

ある。「 存計画で 」が都 では 11（ 3 ）、

指 都 では （ 0 ）である。「 策 」は、都

では 1（ 1 ）、指 都 では （10 0 ）で

ある。このことから、都 、指 都 ともに

存計画をもとに作成が最も多いことが かった。ま

た、 存計画で した自治体も、都 ・指

都 で れ れ全体の約 1 つあることも かっ

た。 
大 について「 存計画で 」よりも「 存計画

をもとに作成」を した場 は、 長は、事前コ

ト ー の を志 していると えられる。一

方で、事前コ ト ー の については、 存計

画策 の 力 も めて、 自治体の大 と

計画や地方教育振興 本計画とを して検討

する 要がある。 
 
 
 
 
 

表  大 の策 方  

 

 
次に、大 が当 自治体の計画体 にどのように

けられるのかを する。 こで、上 した

存計画とは かについても した。都 お

よ 指 都 ともに、 存計画とは、自治体の上

計画にあたる 計画と教育 での計画となる地

方教育振興 本計画を指しており、 計画との

をとるように大 の内容を していることが

かった。 計画において、教育 に 当する

を地方教育振興 本計画とは別に めている自治

体は多く、 計画との を ながら、地方

教育振興 本計画を策 している。大 の自治体で

は、今 の大 を、 計画と地方教育振興 本計

画の中間に するものと し、大 の策 を行

ったようである。また、大 策 に際しては、 長

は、 に めている地方教育振興 本計画に し、

教育委員とのコ スが得られやすいよう 力

していることも 事 から 取れた。この にも、

では、中学生 事 に る 内 策会

の内容も まえて、大 を策 していることが

かった。 
次に、大 の策 スにおける 意の反 や

有 者からの意見 取について する。意見 取

については、次の 3 つの が である。第 1
に 教育会 とは別の会 体を して、 教

育会 と 完的に を行った自治体が、富山

、 、福 の 3 であった。第 に、

教育会 の場で、大 策 において有 者を

して検討中の大 について意見 取を行う

を行った自治体は、 島 、 島 、高 であっ

た。第 3 に、 長が した大 の や大 に

り 内容 のものについて ・コ ト

を実 した自治体が、 本 であった。 

計
作成

35 74.5% 13 65.0% 48 71.6%

計
11 23.4% 5 25.0% 16 23.9%

未策定 1 2.1% 2 10.0% 3 4.5%
合計 47 100.0% 20 100.0% 67 100.0%
出典）筆者作成

都道府県 指定都市 合計
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大 の策 に際して、どの の意見の 取を行

うのかについては、政策 成手 きの である。

長が事前コ ト ー の を志 しなければ、

教育会 における 論の 果により大 を め

ることになるであ う。また、 計画や地方教育

振興 本計画を める手 きと 様に、

・コ トを実 する自治体もあることが さ

れる。 の一方で、別の会 体を し大 の

を検討させる自治体があったことや、 の会 体と

教育会 を 完的に した自治体は、教

育委員の なら く する ア ーを政策

成手 きに参加させる 長の意 があったことが

論できる。これら自治体では、 論的には、 長

は事前コ ト ー の を志 したと えられる

が、大 策 のために された会 が、 の

スにおいてどのような 割を果たしたのかは、事

前コ ト ー の を検討する上で、 要な課題

になると えられる。 

大  
第 に、大 の 期間について する。大

の 期間については、 正 行 にも、

では められていない とあるが、地方 体の

長の 期が 年であることや、 の教育振興 本計

画の 期間が 年であることに 、年 年を

とある。 こで、大 の とする期間を

めるか か、およ める場 の期間については、

自治体に されている。 こで、大 の とす

る期間を める場 を、「期間あり」、期間を めな

い場 を「期間なし」、 策 自治体を「 策 」と

して表 に した。「期間あり」は、都 では

3 （ ）、指 都 では 1 （60 0 ）ある。「期間

なし」は、都 では （1 1 ）、指 都 では

6（30 0 ）ある。 策 は、表 と の自治体で

ある。このことから、多くの自治体では、 正

行 に して、大 の 期間を めていること

が かった。一方で、社会 に じて 力的に変

なようにと大 が とする期間を特に め

ないという を行っている自治体もある。また、

特に期間を めない自治体は、都 より指 都

に多く、3 割が 当することも かった。 

また、 期間を めるとした場 に、 自治体

ではどのように めているのであ うか。多くの自

治体では、 正 行 の り、「 年 年」と

する自治体が多かった。また、一 の割 の自治体

において、今 の大 の策 が 存計画の実 中

に めることになったことから、次 の大 策 に

ついては、 計画や地方教育振興 本計画の

に して行えるよう 期間を めている自治体

があることが 事 からも 取れた。 

表  大 の 期間 

 

本稿では、本 ・ 論を 論 として、

新教育委員会制度をどのように えることができる

のかについて、 論的、実 的に検討した。ま 、

論的には、エー ー・スラ を させ

るために行われる事前コ ト ー に う で新教

育委員会制度の制度 計が行われていることを

した。 体的には、新教育長の は、 方式の

制度 にあたる。大 は、政策 成手 きにあた

る。 教育会 は、政策 成手 きと 編制に

またがるものとして できる。教育委員会への事

前コ ト ー を する政策手 が されてい

ることから、 長が めば、 制の が い制度

となったことは、 論的に できる。 
 次に、新教育委員会制度 の 実 、とりわ

け 教育会 の 実 からは、 長による事前

コ ト ー の度 いによって、多様な がなさ

れていることが かった。 体的には、事前コ ト

ー の を志 しない自治体では、 教育会

は大 を めるためだけに開 する。大 の策

についても、 存計画で し、次年度 は年

程度の にとどめるといったものである。これ

期間あり 37 78.7% 12 60.0% 49 73.1%
期間なし 9 19.1% 6 30.0% 15 22.4%
未策定 1 2.1% 2 10.0% 3 4.5%
合計 47 100.0% 20 100.0% 67 100.0%
出典）筆者作成

都道府県 指定都市 合計
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大 の策 に際して、どの の意見の 取を行

うのかについては、政策 成手 きの である。

長が事前コ ト ー の を志 しなければ、

教育会 における 論の 果により大 を め

ることになるであ う。また、 計画や地方教育

振興 本計画を める手 きと 様に、

・コ トを実 する自治体もあることが さ

れる。 の一方で、別の会 体を し大 の

を検討させる自治体があったことや、 の会 体と

教育会 を 完的に した自治体は、教

育委員の なら く する ア ーを政策

成手 きに参加させる 長の意 があったことが

論できる。これら自治体では、 論的には、 長

は事前コ ト ー の を志 したと えられる

が、大 策 のために された会 が、 の

スにおいてどのような 割を果たしたのかは、事

前コ ト ー の を検討する上で、 要な課題

になると えられる。 
 

大  
第 に、大 の 期間について する。大

の 期間については、 正 行 にも、

では められていない とあるが、地方 体の

長の 期が 年であることや、 の教育振興 本計

画の 期間が 年であることに 、年 年を

とある。 こで、大 の とする期間を

めるか か、およ める場 の期間については、

自治体に されている。 こで、大 の とす

る期間を める場 を、「期間あり」、期間を めな

い場 を「期間なし」、 策 自治体を「 策 」と

して表 に した。「期間あり」は、都 では

3 （ ）、指 都 では 1 （60 0 ）ある。「期間

なし」は、都 では （1 1 ）、指 都 では

6（30 0 ）ある。 策 は、表 と の自治体で

ある。このことから、多くの自治体では、 正

行 に して、大 の 期間を めていること

が かった。一方で、社会 に じて 力的に変

なようにと大 が とする期間を特に め

ないという を行っている自治体もある。また、

特に期間を めない自治体は、都 より指 都

に多く、3 割が 当することも かった。 

また、 期間を めるとした場 に、 自治体

ではどのように めているのであ うか。多くの自

治体では、 正 行 の り、「 年 年」と

する自治体が多かった。また、一 の割 の自治体

において、今 の大 の策 が 存計画の実 中

に めることになったことから、次 の大 策 に

ついては、 計画や地方教育振興 本計画の

に して行えるよう 期間を めている自治体

があることが 事 からも 取れた。 
 
表  大 の 期間 

 

 
 

 
本稿では、本 ・ 論を 論 として、

新教育委員会制度をどのように えることができる

のかについて、 論的、実 的に検討した。ま 、

論的には、エー ー・スラ を させ

るために行われる事前コ ト ー に う で新教

育委員会制度の制度 計が行われていることを

した。 体的には、新教育長の は、 方式の

制度 にあたる。大 は、政策 成手 きにあた

る。 教育会 は、政策 成手 きと 編制に

またがるものとして できる。教育委員会への事

前コ ト ー を する政策手 が されてい

ることから、 長が めば、 制の が い制度

となったことは、 論的に できる。 
 次に、新教育委員会制度 の 実 、とりわ

け 教育会 の 実 からは、 長による事前

コ ト ー の度 いによって、多様な がなさ

れていることが かった。 体的には、事前コ ト

ー の を志 しない自治体では、 教育会

は大 を めるためだけに開 する。大 の策

についても、 存計画で し、次年度 は年

程度の にとどめるといったものである。これ

期間あり 37 78.7% 12 60.0% 49 73.1%
期間なし 9 19.1% 6 30.0% 15 22.4%
未策定 1 2.1% 2 10.0% 3 4.5%
合計 47 100.0% 20 100.0% 67 100.0%
出典）筆者作成

都道府県 指定都市 合計

 

新教育委員会制度下での 長による教育委員会の 制 

らの自治体では、 長の教育委員会への委 の程度

が高いか、もしくは、 長が教育政策への を

する意 を 取ることができる。 
一方で、 教育会 を いて、 長部 による

を高めようとする自治体もあった。 体

的には、 政当 の 者を させ、 での

協 や 制を行おうとする自治体、 長 部 と教

育委員会との事業の 携を一 果的に進めようと

する自治体が見受けられた。 
この にも、 教育会 の開 が多い自治

体では、当 自治体の「教育の 」に する様

な や ー が会 として され 論する

自治体もあれば、全 学力・学 の 果の

に 間をかけ、当 自治体での学力 上に 要

な 策について、 論する自治体もあった。 長が

教育政策に を有することは、 しも いこと

ばかりではない。当 自治体の かれている に

ついてエ スや トを さえた上で、 要

な 策を実 するための政治的協力を得る機会とし

ても 教育会 は されて い。 
 上のような の エー を する

と、新教育委員会制度において 長に された事

前コ ト ー を する政策手 が、「 的」に

行 される実 は しも されない。これは、

01 年度1年間の 実 に くものであるため、

的な が 要である。 の一方で、 長が事

前コ ト ー の を志 しない実 もあること

は、 長から教育委員会への委 は、一 程度行わ

れているという も である。 のため、本稿

は、委 に く 長・教育委員会間 を す

る を することができたのではないか。 
 本稿の課題としては、 町村の 教育会 や大

の策 について触れておら 、いかなる方

を れば、 的な 集を行えるのかについて

は、今後の検討課題としたい。また、ごく一部の自

治体において、 教育会 を いて、義務教育学

校の を 論する様子も見受けられたが、 教

育会 の により、当 自治体の新 教育政策の

導入や、 存政策の 、 は実 としては

では、 されていないため、教育政策のア ト

トにどのように を えているのかについて

の検討も今後の課題としたい。 
 
【 記】 
 本研究は、 科研 1 1 6、1 03 6 の助

成を受けたものである。 
 
 

 
1 自 が下 後、教育 生実行本部を開き を

まとめる中で、教育委員会制度 も 論の 上に

がっていたことは、もっと されても い（例

えば、 01 ）。 
 教育会 は、「 長と教育委員会の協 会」と

して開 されていたものが「原 」ではないかと

えられ、 長と教育委員会の 携を ってきた自治

体にとっては、 教育会 は、 『 』（

01 ）だとの指 もある。 
3 政治学や行政学で 論される、いわ る本 ・

論は、行政委員会制度を る教育委員会に

する場 、委 の が容 でない等一部修正が

要だが、 論として本 ・ 論から えた新教

育委員会制度について する。 
 ここでいう事前と事後とは、 が政策 や実

を行うことに して、 間的に先行するのか か

を 準 （ 013 ）としている。 
 後、 事前コ ト ー に する際は、

の とするが、引 は省 する。 
6 後、事前コ ト ー の 3 つの である

方式 、 政策 成手 き 、 編制 に す

る際は、 の とするが、引 は省 する。 
 は自 と政治 が されが である

ことを指 し、 に いを区別すれば、自

には身 があるが、政治 には 者によ

る 実 的な （ などを ） があり、身

がないと している（ 013 － 6 ）。 
 下の において、「都」、「 」、「 」、「 」は

区別せ 、一 して「都 」と表記する。 
 開 は、 教育会 として開 されたもの

を しており、大 を めるために けられた検

討会 等は、開 としては トしていない。 
10 企画 には、企画部や企画 だけではなく、 内

体 を したうえで、「（ ）政策 」や「

（本）部」といったものも んでいる。 
11 文 ・ス ー 部 を 長部 へ 行させている

自治体があることを まえ、本 の 事務から「教

育 」とした。 
 

189

新教育委員会制度下での首長による教育委員会の統制



10 

東京大学大学院教育学研究科教育行政学論叢 第 36 号 2016 年 

 
 
1  は、 を と自治体を に させ

て自治制度を するという と、自治体

での 行政 を な り く しようと

する とを、 わせたもの （ 00 ）

としており、 に えば、ここでいう は、

の が いとも える。 
 

 
 
木 一「教育行政の と 育成」『年 行政

研究』第 0 号、 01 年、 － 6  
治郎「政治 導 教育 の正 ・正当 」

『学校教育研究』第 号、 01 年、 0－ 6  
正 「 01 年地教行 正と「新」教育委員会

をめ る課題」 実・ 部 編『地方教育

行政 の と教育 バ ス』 学 、 01
年、 －103  
正 ・村上祐介「  新しい教育委員会制度の

上の課題を る」『教 研修』第 第 11
号、 01 年、 0－  

『自治制度』東京大学 会、 00 年 
『行政学』有 、 013 年 
「 制研究の 年の エー

ー 論・ 論・ 的制度論（上）」『行政

研究』1 号、一 行政 研究

ー、 016 年、3－1  
哲「新教育委員会制度の研究 」『教育制度学

研究』第 号、東 、 01 年、 6－  
村 「新『教育長』はこれまでとどう変わるの

か 」村上祐介編『教育委員会 の つの イ

ト』学事 、 01 年、 6－ 3  
本田哲也「教育委員会制度 行期の教育長

01 年 正地教行 の経過 に して 」

『日本教育政策学会年 』第 3 号、 016 年、1
－13  

文部科学省「新教育委員会制度への 行（ 教育

会 、大 、新教育長）に する 」、 01 年 

01 0 1360311 1  （最終ア ス

日 016 年 月 日） 
 
 

 
 
文部科学省「新教育委員会制度への 行に する

（平成 年 1 月 1 日 ）」、 016 年

016 03 0 136 66 1 1  （最終ア ス

日 016 年 月 日） 
村上祐介「教育委員会 から た地方自治制度の

課題」『自治 研』 30 号、 01 年、 1  
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